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飼い犬などのペットのふんは飼い主が持ち帰りましょう。ふんは小袋に入れ、ごみ袋の中ほどに入れて、燃やせるごみとして処理してください。
　 地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６問

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の
収入やその他の所得が一定基準額以下の年
金受給者の生活を支援するために、年金に
上乗せして支給されるもので、原則、請求し
た月の翌月分からのお支払いとなります。
▶対象
①老齢基礎年金を受給している方で、次の
要件を満たす方
・65歳以上である
・世帯全員の市町村民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他所得額の合計
が８７８,９００円以下である
※請求書は、65歳になる誕生日の前日以降
　にご提出ください。
②障害基礎年金・遺族基礎年金を受給して
いる方で、次の要件を満たす方
・前年の所得額が４,７２１,０００円以下である
※扶養親族の数に応じて１人につき３８万円
　を増額。
　①・②に該当される方について、障害・遺族
年金等の非課税収入は、年金生活者支援給
付金の判定に用いる所得には含まれません。
▶請求方法＝新たに給付金の対象となった
方には、日本年金機構からはがき型の請求
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保険証は大切に保管しましょう
　国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療
被保険者証は医療機関を受診するときに、被
保険者であることを証明するものです。大切に
保管し、紛失しないように心掛けてください。
万が一、紛失したり、破れたりしたときは、市民
課または白里出張所で再交付が受けられます。
　なお、後期高齢者医療被保険者証の再交付
を白里出張所で申請した場合は、後日の交付
になりますのでご注意ください。
◇再交付の申請時に必要なもの
・本人確認できるもの（運転免許証、パスポー
ト、マイナンバーカード等）
・マイナンバー（個人番号）が分かるもの
・汚損した場合はその保険証
・同一世帯以外の方が申請する場合は委任状
※本人確認ができない場合は、郵送交付とな

年金生活者支援給付金制度ね ん き ん ナ ビ

「ガスと暮らしの安心」運動（９月１日～ 11月30日）

問

問

　「つい」、「うっか
り」などでガスの
事故は発生します。
ガスを使用する一人
一人が注意をするこ
とで、事故の無い
快適な暮らしを実
現しましょう。

9月4日㈬、18日㈬
10月23日㈬
11月13日㈬、27日㈬

市営ガスは、家計にも環境にもやさしい県産天然ガスを供給しています
（供給しているガス種は１２Ａです）。

ガス事業課　☎（７２）１１３１

幼稚園名（時間） 日付

　詳細は、下記のアドレスから日本ガス協会のホームページへアクセスしてください。
　一般社団法人日本ガス協会「ガスと暮らしの安心」運動ページ
　　　http://www.gas.or.jp/anzen/campaign/

・ガスを使用するときは必ず換
　気をしましょう。

・機器接続口に合った正しい接続具
　を使用しましょう。

・ガス漏れ警報器を設置しましょう（火災警報器や一酸化炭素
　警報器との複合型もあります）。

ソフトコード（ゴム管）

ガスコード

スリムプラグ型

ゴム管差込型

長さ：0.5m・1m・2m・3m・5m・8m
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書が毎年９月ごろから順次送付されます（す
でに給付金を受け取っている方には送付され
ません）。必要事項を記入し郵便ポストに投
函するか、年金事務所または市区町村で手
続きをしてください。
　これから基礎年金を請求する方は、基礎
年金の請求書と一緒に提出してください。
※すでに年金生活者支援給付金を受け取っ
　ている方で引き続き支給要件を満たす場
　合、翌年以降のお手続きは原則不要です。
※支給要件を満たせず一度受け取れなかっ
　た方が、支給要件を満たして再度支給を
　求める場合は改めて請求の手続きが必要
　となります。
◇日本年金機構や厚生労働省を装った不審
な電話や案内にご注意ください
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番
号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求め
ることはありません。
　詳細は、「給付金専用ダイヤル」まで問い
合わせください。問い合わせの際は、基礎
年金番号がわかるものをご用意ください。
　 給付金専用ダイヤル（ナビダイヤル）
　 ☎０５７０（０５）４０９２

ります。
◇令和６年１２月２日以降の再交付について
　制度改正に伴い、12月２日㈪以降は保険証
の発行ができなくなるため、この日以降に保険
証を紛失等された場合、マイナ保険証をお持ち
でない方には、申請により保険証に代えて使用
できる「資格確認書」を交付します。マイナ保
険証をお持ちの方は、そちらをお使いください。
　マイナンバーカードを紛失された場合は
市民課市民班（☎（７０）０３４０）まで問い
合わせください。
　・　 市民課国保班　☎（７０）０３３４
　 市民課高齢者医療年金班　☎（７０）０３３６
　 〈後期高齢者医療制度について〉
　 千葉県後期高齢者医療広域連合資格保険料課
　 ☎０４３（３０８）６７６８

第三者行為による届出
　交通事故や暴力行為など、第三者（加害者）
の行為により治療を受ける際の費用は、加害
者が負担するのが原則ですが、必要な届出を
すれば健康保険で治療を受けることができま
す。その際は必ず市民課に連絡し、「第三者の
行為による傷病届」等を提出してください。

　〈国民健康保険について〉
　市民課国保班　☎（７０）０３３４
　〈後期高齢者医療保険について〉
　市民課高齢者医療年金班　☎（７０）０３３６
　千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課
　☎０４３（２１６）５０１３

●幼稚園開放

瑞穂幼稚園
（９時30分～）

9月11日㈬、25日㈬
11月27日㈬
12月11日㈬

増穂幼稚園
（９時～）

10月24日㈭
11月14日㈭、28日㈭
12月12日㈭

白里幼稚園
（９時～）

幼稚園名 日付

●園庭開放

9月11日㈬、25日㈬
10月2日㈬、30日㈬
11月20日㈬

瑞穂幼稚園
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生ごみはコンポストでたい肥化するなど、減量化しましょう。雑がみはそのまま捨てず、分別しリサイクルしましょう。
　地域づくり課環境対策班　☎０４７５（７０）０３８６問

光化学スモッグ注意報の発令やPM2.5高濃度時の注意喚起があった際は①外出を控える②外気を入れない③屋外での激しい運動を避ける  を心掛けてください。
　 地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６問

問 ▲リコチャレ（内閣府
　男女共同参画局
　ホームページ）

問申
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　地域の困り事の解決や地域の活性化に向けて地域の「つなぎ
役」となれるコーディネーターが注目されています。
　地域の担い手を増やし、協働を成功させるにはどうすればよい
か、一緒に考えてみませんか。
▶日程＝９月25日㈬14時～16時
▶会場＝保健文化センター3階ホール
▶定員＝50人
▶テーマ＝「未来洞察！今こそみつめ直す地元ならではの協働の
可能性」
▶講師＝合同会社いいもんだ代表社員・千葉工業大学非常勤
講師　青木秀幸氏
▶申込方法＝「氏名、住所、連絡先」を電話、ファクス、メールのい
ずれかで連絡
※協働についての悩み事があればお伝えください。
※当日参加可。
▶申込期間＝９月2日㈪～18日㈬
▶参加費＝無料
　・　 地域づくり課市民協働推進班
　 ☎（７０）０３４２　　　（７２）８４５４
　 　　chiiki@city.oamishirasato.lg.jp

まちづくりコーディネーター養成講座
　住民協働事業とは、さまざまな団体と市が、お
互いの特性を生かして協力しながら公共的課題
に取り組む事業です。実施団体には、補助金を交
付しています。
▶対象事業
・住民提案型事業＝住民団体が提案した、公共
的な課題の解決、または地域活性化につながる
事業（テーマは自由・補助限度額30万円）
・行政提案型事業＝市が提示する課題に対し、
住民団体が実施方法を提案した事業（補助限度
額は事業内容により決定）
〈行政提案型事業テーマ〉
・「郷土の歴史書概要版（仮）」の編さん業務
　図書室の郷土資料を活用して、「郷土の歴史書
概要版（仮）」を作成する。
・ひとやすみ（ひと涼み）スポット
　地域の高齢者が散歩中など、座って休めるス
ペース（イスやベンチ等）を地域の所々に設置し、
休憩場所をつくる。
・働き盛り世代の運動習慣定着に向けた取り組み
　青年期・壮年期の働き盛り世代が、参加しや
すい場所・時間帯等で運動体験会を開催し、運
動を継続するための効果的な情報提供を行う。
・所有者不明土地除草等事業
　雑草の除去に関する相談を受けた市内の土地

令和７年度実施住民協働事業の提案事業を募集します

〈事例〉
　フリマアプリの新規登録をするた
め、スタートボタンを押してクレジッ
トカード情報などの入力を完了した。
すると身に覚えのない海外事業者の
動画配信サービスにつながってしま
い「視聴期間は 5 日間で、キャンセ
ルがなければ月額約７ ,５００円が
カードから支払われる」と表示され
た。どうすればよいか。（60歳代）
〈ひとことアドバイス〉
　そのスタートボタン、別サイトの広
告かもしれません。
　国内事業者のサイトの利用時に表
示された「スタート」「OK」などの

ボタン表示をクリックし、クレジット
カード情報などを入力したところ、
意図せず海外事業者とのサブスクリ
プション契約になっていたという相談
が寄せられています。
　「スタート」などのボタンは海外事
業者の広告で、ウェブデザイン等で
勘違いさせ、消費者に認識させない
ままサブスク契約に誘導しています。
　「スタート」などの表示が、自身
の登録しようとしているサイトの手続
きボタンなのか、クリックする前によ
く確認しましょう。枠の端に小さい
「×」印等があれば広告です。
　クレジットカードの請求はこまめに

こちらは消費生活センターです！
会員登録のつもりが…、 別サイトでのサブスク契約に

問
問

　行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間
有識者であり、地域の皆さんの身近な相談相手と
して、全国に約５千人が配置されています。
　地域における信望の厚い方々が、総務省と連携
を図りながら、皆さんからの行政に関する苦情や
意見、要望をお聞きして、公平な立場から相談し
た方に助言する、関係する行政機関などに通知す
るなどの活動を無報酬で行っています。
　市では、毎月第３㈭に定例行政相談所において
相談を受け付けています。相談は無料で、秘密は
守られます。
▶相談日時＝９月19日㈭、10月17日㈭13時～16時
▶会場＝中央公民館相談室
　 地域づくり課市民協働推進班　☎（７０）０３４２
　 総務省千葉行政監視行政相談センター
　 ☎０５７０（０９０）１１０

お困りごとはありませんか？
９月・10月は行政相談月間です

　科学技術・学術分野における技術革新の創出には、
多様な視点や発想を取り入れることが不可欠であり、女
性研究者・技術者の活躍が期待されています。しかし、
特に理工系分野を中心に、女性研究者・技術者の数は
低い水準にとどまっています。
　内閣府男女共同参画局では、「リコチャレ」と称して、
理工系分野に興味がある女子中高生・女子学生が、将
来の自分をしっかりイメージして進路選択することを応援
する取り組みをしています。内閣府男女共同参画局ホー
ムページ上で、理工系分野が充実している大学や企業の
紹介や、イベント情報の提供、理工系分野で活躍する女
性からのメッセージ紹介などを行っており、メッセージを
掲載している先輩女性の中には質問を受け付けている方
もいます。
　理工系分野に興味がありながら、
将来のイメージを持てずに悩んで
いる方は、ぜひご活用ください。
　 地域づくり課市民協働推進班
　 ☎（７０）０３４２

男女共同参画だより
理工系への進路を考える女子を

応援しています

確認しましょう。
　不安なときは、消費生活センター
にご相談ください。海外事業者との
トラブルについては国民生活セン
ター越境消費者センターでも相談を
受け付けています。
（参考資料：国民生活センター見守
り新鮮情報　第４８６号より）
◇市消費生活センター
▶相談日時＝㈪・㈫・㈬・㈮
10時～12時、13時～16時
（祝日、年末年始を除く）
▶会場＝中央公民館１階相談室
▶相談電話＝☎（７０）０３４４
　 地域づくり課市民協働推進班
　 ☎（７０）０３４２

のうち、相続放棄などで所有者が判明しない土
地について、除草や剪定作業を行う。
・地域でたい肥化！
　地域規模での大型たい肥化装置などを使用
し、生ごみを共同でたい肥化させ、有機肥料を求
める人に販売する。
・地域猫活動
　地域住民が主体となり、地域にいる野良猫の
不妊去勢手術を行い、餌のやり方やふんの始末
などに関するルールを定め、地域で野良猫を適
性に管理することで、野良猫によるトラブルを減
らし住みよい地域にする活動。
・男女がともに輝く地域づくり事業
　男女共同参画を身近なものとして考えられるよ
う、地域や職場における啓発活動を行う。特に、
市内事業所への啓発および市民意識調査の実
施に重点を置いた取り組みを行う。
▶申込締切＝９月24日㈫
▶その他＝事業の詳細については「応募の手引
き」をご覧ください
※「応募の手引き」は、市ホームページ、地域づく
　り課、中央公民館、中部コミュニティセンター、
　白里出張所から入手できます。
　・　 地域づくり課市民協働推進班
　 ☎（７０）０３４２

　第２次計画が令和８年３月末に期限を迎えます。
本市における男女共同参画の推進に関する施策を
総合的かつ計画的に推進するため「第３次計画」
を策定します。
◇審議会委員を募集します
　市民の皆さんの意見を反映していくため、審議
会委員（公募委員）を募集します。
▶募集人数＝２人
▶任期＝委嘱の日から２年
▶活動内容＝計画の策定および変更に関することや
計画に基づく施策の実施状況等を調査審議します
※会議は公開される場合があります。
▶応募資格＝次の条件をすべて満たす方
①市在住で、令和６年９月１日現在で18歳以上の方
②市の常勤職員または国・地方公共団体の議員で
ない方
③平日昼間の会議に出席できる方（年２～３回予定）
▶応募書類
・指定の応募用紙
・作文（８００字以内）
　テーマ「男女共同参画社会を実現するためにあ
なたが思うこと」
※応募用紙は市ホームページからダウンロード、ま
　たは地域づくり課、中部コミュニティセンター、

白里出張所で配布。
▶提出方法＝持参、郵送、ファクス、メールのい
ずれか
※応募書類は返却不可。
▶募集期間＝９月1日㈰～27日㈮17時
・持参は土日祝を除く
・郵送は９月27日㈮（消印有効）
・ファクス、メールの場合は、提出後に必ず電話
連絡をしてください（電話受付は平日８時30分～
17時15分）
▶その他＝書類選考の他、必要に応じて面接を
行う場合があります（選考結果は応募者全員に
通知）
◇意識調査にご協力ください
　計画の策定に向けた基礎資料とするため、意識
調査を実施します。
　ご案内は対象者別に、はがきまたは封書をお送
りします。ご協力をお願いします。
▶対象＝市内在住の18 歳以上の方２,０００人およ
び市内事業所３００件　※無作為抽出。
　・　 〒299-3292大網白里市大網１１５番地２
　 地域づくり課市民協働推進班
　 ☎（７０）０３４２　　　（７２）８４５４
　 　　chiiki@city.oamishirasato.lg.jp

市第３次男女共同参画計画策定に向けて


